
去る平成２９年２月３日、近畿兵庫会研修室において、平成２８年度税務情報システム研修会～所得税・消費税編～が開催
されました！ＴＫＣ近畿兵庫会阪神支部の足立修士先生を講師にお招きし、職員様６名にご参加いただきました。

２８年度の改正ポイント

Ⅰ．平成２８年分所得税の主な改正事項
１．住宅の三世代同居改修工事等に係る特例の創設
（１）住宅の三世代同居改修工事等に係る住宅借入金等を有する場合の
所得税額の特別控除の控除額の特例（適用：H28.4.1以後の居住開始）
（２）既存住宅に係る三世代同居改修工事をした場合の所得税額の特別控除
（適用：H28.4.1以後の居住開始）
２．空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設
３．その他の改正
（１）非居住者に係る住宅取得等に係る措置についての改正
（適用：H28.4.1以後に取得等した住宅。H28.3.31以前は従前どおり）

Ⅱ．金融・証券税制の改正
１．非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等
の非課税措置（ＮＩＳＡ）についての改正

Ⅲ．その他の租税特別措置法関係改正
１．セルフメディケーション（自主服薬）推進のためのスイッチＯＴＣ薬
控除（医療費控除の特例）の創設

２．公益法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除制度につい
ての改正

３．その他の改正
（１）確定申告書等に添付すべき証明書等の範囲の拡充
（適用：平成30年分以後の所得税。平成29年分以前は従前どおり。）

Ⅳ．所得税法等の改正
１．非課税所得についての改正
（１）通勤手当の非課税限度額の引上げ
（適用：平成28年1月1日以後に受ける通勤手当）

Ⅵ．マイナンバー（個人番号）記載対象書類の見直しについて
１．個人番号の記載不要書類の改正

作成：ＴＫＣ神戸ＳＣＧサービスセンター 岸間 義弘

阪神支部 足立修士先生

Ⅰ．マイナンバー制度への対応
１．所得税申告書等への個人番号の印刷
２．個人番号を含む個人データのシステム間連携
（１）ＴＰＳ９０００の社員基本情報をＴＰＳ２０００の
納税者基本情報に複写（メニュー１１２）

（２）ＣＤＢの個人情報をＴＰＳ２０００の納税者親族
情報に複写（メニュー１１２）

（３）ＴＰＳ８０００の相続人情報をＴＰＳ２０００
（準確）の相続人情報に複写（メニュー１１３）

３．個人番号の収集に係る改訂
（『確定申告準備のお願い』帳表等）

４．個人番号の入力に係る改訂
５．個人番号の印刷に係る改訂

Ⅱ．法令改正への対応
Ⅲ．システムの機能強化
（１）TPS9000の源泉徴収票データをTPS2000への
複写機能

（2）ふるさと納税による「寄付金額の試算表」の
印刷機能 など


